
 

 

２０１８年７月に健康

増進法が一部改正され、 

２０２０年４月から全

面施行されます。 

この法律により「望まな

い受動喫煙」を防止する取

組が、マナーからルールへ

と変わります。   

特に、学校・病院・児童福祉施設等、行政機

関においては、この７月１日（月）から一部前

倒しで施行され、「原則敷地内禁煙」すること

となっております。 

今後、学校における受動喫煙防止対策につい

て、しっかりとルールづくりをしていくことに

なります。 

保護者や地域の愛煙家の皆さんには、以前か

ら、学校敷地内での喫煙マナーを守っていただ

いておりますが、今後一層のご理解とご協力を

お願いいたします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水泳学習の一環として、１１日（水）に、着

衣泳の学習を実施しました。ポイントは、服を

着たまま水に入ると、とても動きにくくなる事

を体感することと、浮かんで助けを待つことの

大切さ。これからも暑い夏が続きそうです。水

の事故にあわないように、ルールをしっかり守

って、過ごして下さいね。 

 

 

 

マレーシア日本人学校に在籍する児童が、縁

あって、７月１２日～１９日まで、体験入学し

ます。（本記事作成日 ７／１１） 

鳥田龍之介さん（５年生）と、瑛介さん（２

年生）です。異なる文化や考え方に触れ、理解

し、認め合っていく力が、将来を担う子どもた

ちには求められています。 

草川小との交流学習、村内学校との集合学習

を経験している本校児童ですが、この機会に新

たな学びがあることを期待して、受け入れを快

諾しました。次年度も継続できるかな？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちが大きな事件事故に巻き込まれ

ることなく、１学期が終了しようとしています。

これも、保護者・地域の皆さんの気配り・見守

りのおかげと考えております。 

この時期の心配は、「水難事故」です。 

夏休みとなると、どうしても「子どもたちだけ」

で過ごす時間があるかもしれません。 

子どもたち自身が、ここぞという時に「命」

を守ることに「気づき・考え・行動する」こと

ができるか？日頃の学校での安全教育、大人の

注意や見守り、上級生のリーダーシップが威力

を発揮することを期待しているところです。 

マナーからルールへ（受動喫煙防止） 

 

雨の（降りそうな）日。 

子どもたちは傘をさして（持って）登校します。 

玄関で出迎え、様子を見ていると、傘を閉じることは 

できても、「たたむ」ことを苦手とする子どもたちが少なく 

ありません。 

それがきちんとできていると限られた傘立てのスペースが 

とても有効に使えますし、取り出しもスムーズにできます。上級生にたたんでもらう下

級生の姿も微笑ましいのですが、この時期にちょっと練習させてみようと思います。 

「命」は、ひとつ・・・。 

体 験 入 学 

校長のつぶやき 

令和元年度の学校評議員の方々（６名）を 

ご紹介します。 

 

・橋本 浩美 様 ・相生 秀樹 様 

 

・黒木 忠 様  ・山中 ちどり 様 

 

・椎葉 喜美代様 ・椎葉 智成  様 

 

いいところは継続し、そうでないところ

は、どしどし改善していきます。 

学校運営に関するご指摘、ご提言等 

どうぞよろしくお願い致します。 

ご指摘・ご助言お願いします 


